
【募集期間（６月29日～８月14日）における集計結果 提案・意見総数：151件】

※ ★は現行制度においてで既に特定作業として対象範囲に含まれている業務。
※ フリーランス等の個人事業主について、対象範囲を限定せず、包括的に加えること等の意見（17件）があった。
※ 今回の募集とは関係ない意見として、現行制度の運用に係る意見（18件）や労災保険制度全般に係る意見（22件）があった。

労災保険特別加入制度に係る提案・意見の概要 資料３

業種・職種 具体的な業務内容 災害事故の例 提出件数

俳優・スタントマン、落語家等の芸能実演家、
ディレクター、カメラマン等の芸能制作作業
従事者

・テレビ番組や舞台、高座における演技
・ロケや局内での収録、マスター業務、
アーカイブ業務等

・舞台や高座等からの落下による負傷
・舞台セットの落下による下敷き事故
・深夜早朝、長時間の撮影等による過労
・高所作業、機材運搬等による転落、負傷
・現場への移動中の事故

５５件

アニメーター（動画、原画、作画監督等） ・アニメの制作 ・過労による腱鞘炎、肩こり、腰痛
・長時間労働による精神疾患

１５件

植木、剪定 ・刈払機での草刈り、高所での裁断 ・脚立や木からの落下
・刈払機利用時の負傷

１件

清掃業 ・ビル外部の窓拭き、建設現場での清掃 ・ゴンドラ等からの墜落による負傷・死亡
・脚立からの落下による負傷等

５件

社会保険労務士、行政書士等 ・訪問先での相談等 ・移動中の負傷 ４件

製造業 ・溶接、製缶作業 ・構内にある部材が落下したことによる負傷 ３件

インストラクター ・音楽教室でのレッスン指導
・ヨガ教室でのヨガ指導

・レッスン中の腱鞘炎や腰痛
・職場への移動中の負傷

２件

柔道整復師 ・整体院における施術 ・施術による腰痛
・職場への移動中の負傷

１件

ライター、翻訳家 ・執筆等 ・調査や客先への訪問中の負傷 １件

司会業 ・結婚式や宴会での司会 ・館内の裏階段で移動中に階段から転落による負傷 １件

訪問介護（★） ・利用者の身体介助等 ・介助中の腰痛、ギックリ腰 ２件

ネイリスト ・爪の成形やエナメル等の塗布 ・座り仕事による腰痛等 １件

ペットシッター ・ペットの世話、散歩代行等 ・犬の散歩中に衝突事故等 ２件


